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(57)【要約】
【課題】先方に交差点を有するカーブであっても、適切
な目標車速で走行可能なオートクルーズシステムを提供
する。
【解決手段】車両２の目標車速を設定する車速設定部１
３を備え、車両２の走行速度を目標車速に制御するオー
トクルーズシステム１であって、車両２の走行経路を設
定するとともに、走行経路における道路の曲率半径を含
むカーブ情報、交差点の位置情報、交差点の信号情報を
取得するナビゲーションシステム１４と、カーブ情報、
交差点の位置情報、及び信号情報に基づいて、車両進行
方向先方のカーブ通過の際における目標車速を演算する
コントロールユニット１０と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の目標車速を設定する車速設定部を備え、前記車両の走行速度を前記目標車速に制
御するオートクルーズシステムであって、
　前記車両の走行経路を設定するとともに、前記走行経路における道路の曲率半径を含む
カーブ情報及び交差点の位置情報を取得するナビゲーションシステムと、
　前記交差点の信号情報を取得する信号情報取得部と、
　前記カーブ情報、前記交差点の位置情報、及び前記信号情報に基づいて、車両進行方向
先方のカーブ区間を通過する際の前記目標車速を演算する制御部と、
を備えたことを特徴とするオートクルーズシステム。
【請求項２】
　前記制御部は、前記カーブ区間の終了位置から所定距離先方までの間に交差点が存在す
る場合には、前記カーブ区間を通過する際の前記目標車速を、前記カーブ区間の終了位置
から所定距離先方までの間に交差点が存在しない場合よりも低い値に設定することを特徴
とする請求項１に記載のオートクルーズシステム。
【請求項３】
　前記制御部は、前記カーブ区間の終了位置から所定距離先方までの間に交差点が存在し
、かつ当該交差点の信号が赤である場合に、前記交差点の手前で前記車両が停止するよう
に前記目標車速を設定することを特徴とする請求項１または２に記載のオートクルーズシ
ステム。
【請求項４】
　前記制御部は、前記カーブ区間の終了位置から所定距離先方までの間に交差点が存在し
ない場合には、前記カーブ情報に基づいて前記目標車速を設定することを特徴とする請求
項１から３のいずれか１項に記載のオートクルーズシステム。
【請求項５】
　前記車両の進行方向先方の交差点における車両の停車状況を検出する停車検出部を備え
、
　前記制御部は、前記カーブ区間の終了位置から所定距離先方までの間に位置する交差点
における停車状況に基づいて前記目標車速を設定することを特徴とする請求項１から４の
いずれか１項に記載のオートクルーズシステム。
【請求項６】
　前記制御部は、前記カーブ区間の終了位置から所定距離先方までの間に交差点が存在し
、かつ当該交差点の手前に先行車両が停車していることを検出した場合には、前記先行車
両の手前で前記車両が停止するように前記目標車速を設定することを特徴とする請求項５
に記載のオートクルーズシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オートクルーズシステムにおける車速設定技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両走行中に運転者の疲労を軽減するために、オートクルーズシステムが開発されてい
る。オートクルーズシステムは、所望の目標車速になった時点でセットスイッチ等の設定
操作をすることで、以降アクセルペダル操作を行わずに目標車速を維持するようにエンジ
ン等を制御して車両を自動走行させる。
　更に、特許文献１には、車両を自動走行させている際に走行安定性を向上させるために
、カーブに進入した場合に目標車速を低下させる制御を行う技術が開示されている。特許
文献１では、例えばカメラやナビゲーションシステムから前方のカーブ径を計測し、当該
カーブ径に基づいて目標車速を設定する。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－２９０７２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、実際の道路においては、カーブの先方に交差点が存在する場合がある。
したがって、先方に交差点が存在するカーブをオートクルーズシステムにより自動走行し
ている際に、当該交差点が赤信号である場合には、車両を停止させなければならず、見通
しの悪いカーブでは、急なブレーキ操作となる可能性がある。
　そこで、本発明の目的は、先方に交差点を有するカーブであっても、適切な目標車速で
安心性の高い自動走行が可能なオートクルーズシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のオートクルーズシステムは、車両の目標車速を設定する車速設定部を備え、前
記車両の走行速度を前記目標車速に制御するオートクルーズシステムであって、前記車両
の走行経路を設定するとともに、前記走行経路における道路の曲率半径を含むカーブ情報
及び交差点の位置情報を取得するナビゲーションシステムと、前記交差点の信号情報を取
得する信号情報取得部と、前記カーブ情報、前記交差点の位置情報、及び前記信号情報に
基づいて、車両進行方向先方のカーブ区間を通過する際の前記目標車速を演算する制御部
と、を備えたことを特徴とする。
【０００６】
　また、好ましくは、前記制御部は、前記カーブ区間の終了位置から所定距離先方までの
間に交差点が存在する場合には、前記カーブ区間を通過する際の前記目標車速を、前記カ
ーブ区間の終了位置から所定距離先方までの間に交差点が存在しない場合よりも低い値に
設定するとよい。
　また、好ましくは、前記制御部は、前記カーブ区間の終了位置から所定距離先方までの
間に交差点が存在し、かつ当該交差点の信号が赤である場合に、前記交差点の手前で前記
車両が停止するように前記目標車速を設定するとよい。
【０００７】
　また、好ましくは、前記制御部は、前記カーブ区間の終了位置から所定距離先方までの
間に交差点が存在しない場合には、前記カーブ情報に基づいて前記目標車速を設定すると
よい。
　また、好ましくは、前記車両の進行方向先方の交差点における車両の停車状況を検出す
る停車検出部を備え、前記制御部は、前記カーブ区間の終了位置から所定距離先方までの
間に位置する交差点における停車状況に基づいて前記目標車速を設定するとよい。
【０００８】
　また、好ましくは、前記制御部は、前記カーブ区間の終了位置から所定距離先方までの
間に交差点が存在し、かつ当該交差点の手前に先行車両が停車していることを検出した場
合には、前記先行車両の手前で前記車両が停止するように前記目標車速を設定するとよい
。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ナビゲーションシステムにより走行経路における道路のカーブ情報及
び交差点の位置情報を取得するとともに、信号情報取得部より交差点の信号情報を取得し
て、カーブ情報、交差点の位置情報及び交差点の信号情報に基づいて、車両進行方向先方
のカーブ区間を通過する際の目標車速を演算するので、カーブ区間において目標車速を適
切に設定して安定したカーブ区間の走行を可能にするだけでなく、カーブ区間の先の信号
の有無や信号情報に合わせて目標車速を適切に設定することができる。例えば、カーブ区
間の先に信号がある場合にカーブ区間の目標車速を低下させることで、交差点への進入速
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度を抑え、余裕を持って停止させることが可能となり、安心性の高い自動走行が可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態のオートクルーズシステムの全体構成図である。
【図２】本実施形態のコントロールユニットにおけるカーブ走行時でのオートクルーズシ
ステムの設定制御要領を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を具体化したオートクルーズシステムの一実施形態を説明する。
　図１は本発明の一実施形態のオートクルーズシステム１の全体構成図である。
　本実施形態のオートクルーズシステム１を搭載した車両２は、エンジン３（内燃機関）
等の走行駆動源を備えた自動車である。
　図１に示すように、車両に搭載されたオートクルーズシステム１は、例えば特許文献１
（特開平８－２９０７２８号公報）に記載されているように、図示しないオートクルーズ
用メインスイッチ、セットスイッチ、リジュームスイッチ、オートクルーズ解除スイッチ
、アクセルスイッチ、ストップランプスイッチが接続されたオートクルーズシステムコン
トロールユニット（以下、コントロールユニット１０と言い、本発明の制御部に該当する
）を備えている。
【００１２】
　コントロールユニット１０は、目標車速演算部１１と、目標加減速演算部１２と、を備
えている。目標車速演算部１１は、例えば直線道路走行時のような通常走行時では、セッ
トスイッチ等の車速設定部１３の操作により目標車速Ｖａを設定し、カーブ走行の際には
目標車速Ｖcurveを演算する。
　目標加減速演算部１２は、目標車速演算部１１において演算または設定された目標車速
に基づいて、エンジン３に対し出力トルク指示を行うとともに、ブレーキ装置５に対しブ
レーキ指示を行い、車両２の走行速度（車速）を目標車速に一致させるように制御して、
車両を自動走行させる。
【００１３】
　また、車両２は、ナビゲーションシステム１４（ナビゲーションシステム、信号情報取
得部）、車車間通信受信部１５（停車検出部）、情報報知装置１６を備えている。
　ナビゲーションシステム１４は、走行経路を設定するとともに、道路のカーブ情報及び
交差点の位置情報を取得する機能を有している。このカーブ情報は、カーブの位置とカー
ブの曲率半径Ｒを含む。また、本実施形態のナビゲーションシステム１４は、信号情報（
信号状態)をデータとして有するダイナミックマップにアクセス可能であって、周囲の信
号情報を取得可能である。なお、この信号情報取得機能については、ナビゲーションシス
テム１４とは別体のシステムとして車両２に搭載してもよい。
【００１４】
　車車間通信受信部１５は、車車間通信システムにおける受信部である。本実施形態の車
両２は、車車間通信システムにより、周囲の他車と車車間通信を行い、当該他車の位置及
び走行状態の情報を取得する機能を有している。
　なお、カーブ情報、信号情報、他車情報については、少なくとも走行経路先方（車両進
行方向先方）の情報が取得可能であればよい。また、これらの情報については、路車間通
信システム等のように車車間通信システム以外のシステムにより取得または検出してもよ
いし、情報を補填してもよい。
【００１５】
　情報報知装置１６は、交差点、信号状態、先行車の有無を報知する装置であり、例えば
車両２の運転者に確認可能な位置に設けられた表示装置を用いればよい。また。ナビゲー
ションシステム１４において情報報知装置１６の機能を有するようにしてもよい。
　コントロールユニット１０の目標車速演算部１１は、車両２に設けられたナビゲーショ
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ンシステム１４から、走行経路上の道路のカーブ情報及び交差点の位置情報、信号情報を
入力するとともに、車車間通信受信部１５より周囲の他車の位置情報を入力する。そして
、目標車速演算部１１は、道路のカーブ情報、交差点の位置情報、他車の位置情報に基づ
いて、カーブ走行時における目標車速Ｖcurveを演算する。目標車速Ｖcurveは、例えば以
下の式（1）のように、カーブの曲率半径Ｒに基づいて、安全な所定の目標横加速度ａ1で
走行可能な車速に設定すればよい。
【００１６】
　Ｖcurve＝√（ａ1×Ｒ）・・・（1）
　コントロールユニット１０は、曲率半径Ｒが適宜設定された所定値以下の区間をカーブ
区間とし、このカーブ区間で目標車速Ｖcurveとなるように、カーブ区間の手前で目標車
速Ｖａから減速するとともに、カーブ区間の終了位置から目標車速Ｖａに向けて加速する
ように、エンジン３及びブレーキ装置５を制御して、カーブ走行時における車両２の自動
走行を行わせる。
【００１７】
　次に、カーブ走行時におけるオートクルーズ制御について説明する。
　図２は、本実施形態のコントロールユニット１０におけるカーブ走行時におけるオート
クルーズシステム１の設定制御要領を示すフローチャートである。
　本制御は、オートクルーズシステム作動時に繰り返し行われる。
　始めに、ステップＳ１０では、前方のカーブと交差点の情報を受信する。詳しくは、ナ
ビゲーションシステム１４より、車両前方の監視距離Ｌ1までの地図データから、カーブ
位置及び曲率半径Ｒといったカーブ情報、交差点の位置情報を入力する。そして、ステッ
プＳ２０に進む。
【００１８】
　ステップＳ２０では、ステップＳ１０において入力したカーブ情報及び交差点の位置情
報に基づいて、カーブ位置（詳しくはカーブ区間の終了位置）からその先の交差点までの
距離Ｌを演算する。そして、カーブ位置から交差点までの距離Ｌが所定値Ｘ未満であり、
かつ当該カーブの曲率半径Ｒが所定値Ｙ未満であるか否かを判別する。所定値Ｘは、例え
ば数ｍ～数十ｍのように、ブレーキ装置５により緩やかに停止可能な距離よりも若干大き
めな距離に適宜設定すればよい。所定値Ｙは、例えば、オートクルーズシステム１におい
て設定可能な最大の目標車速で安全に走行可能な曲率半径の最小値に設定すればよい。カ
ーブ位置から交差点までの距離Ｌが所定値Ｘ未満、即ちカーブ区間の終了位置から所定値
Ｘ先方までの間に交差点が存在し、かつカーブの曲率半径Ｒが所定値Ｙ未満である場合に
は、ステップＳ３０に進む。カーブ開始位置から交差点までの距離Ｌが所定値Ｘ以上、即
ちカーブ区間の終了位置から所定値Ｘ先方までの間に交差点が存在しない、またはカーブ
の曲率半径Ｒが所定値Ｙ以上である場合には、ステップＳ８０に進む。
【００１９】
　ステップＳ３０では、ナビゲーションシステム１４を介して、ダイナミックマップから
走行経路先の信号情報を入力する。詳しくは、ステップＳ１０で受信したカーブ位置から
先方の次の交差点（カーブ先の交差点）に設置されている信号Ｓ1の信号情報を入力する
。そして、ステップＳ４０に進む。
　ステップＳ４０では、ステップＳ３０で入力した信号情報より、信号Ｓ1が青であるか
否かを判別する。信号Ｓ1が青である場合には、ステップＳ５０に進む。信号Ｓ1が青でな
い場合、即ち赤か黄色である場合には、ステップＳ１１０に進む。
【００２０】
　ステップＳ５０では、車車間通信受信部１５より、周囲の他車情報を受信する。なお、
ここでは、少なくとも信号Ｓ1までの走行経路における他車の位置及び車速を受信する。
そして、ステップＳ６０に進む。
　ステップＳ６０では、ステップＳ５０において入力した他車位置情報より、信号Ｓ1の
手前において停車あるいは所定速度以下の先行車両がいるか否かを判別する。信号Ｓ1の
手前において停車あるいは停車に近い所定速度以下の先行車両がいる場合にはステップＳ
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１００に進む。停車あるいは停車に近い所定速度以下の先行車両がいない場合にはステッ
プＳ７０に進む。
【００２１】
　ステップＳ７０では、カーブ先の交差点の有無、信号状態、先行車両の有無を情報報知
装置１６において報知する。本ステップでは、カーブ先に交差点があり、その交差点の信
号Ｓ1は青であって、先行車両はないと報知する。そして、ステップＳ９０に進む。
　ステップＳ８０では、通常のカーブ対応オートクルーズシステム制御を実施する。
　通常のカーブ対応オートクルーズシステム制御は、上記のようにカーブの曲率半径Ｒに
基づいて、目標横加速度ａ1で走行可能な目標車速Ｖcurveを演算し、カーブ走行時に車速
がこの目標車速Ｖcurveとなるように自動走行する。そして、本ルーチンを終了する。
【００２２】
　ステップＳ９０では、交差点に応じたカーブ対応オートクルーズシステム制御を実施す
る。交差点に応じたカーブ対応オートクルーズシステム制御は、カーブ先の交差点に速度
を抑えて進入できるように、カーブ区間の目標車速Ｖcurve-ａを、ステップＳ８０で設定
される目標車速Ｖcurveよりも低い値に設定する。例えば、ここでの目標車速Ｖcurve-ａ
は、目標車速Ｖcurveの数％低い値にすればよい。また、カーブ区間終了からの目標車速
Ｖａへの加速についても、交差点の手前までは、通常のカーブ区間通過後における加速よ
りも緩やかな加速とする。そして、本ルーチンを終了する。
【００２３】
　ステップＳ１００では、ステップＳ６０またはステップＳ１２０で判定した先行車両の
手前を停止位置として設定する。そして、ステップＳ１４０に進む。
　ステップＳ１１０では、ステップＳ５０と同様に、車車間通信受信部１５より、周囲の
他車位置情報を受信する。そして、ステップＳ１２０に進む。
　ステップＳ１２０では、ステップＳ１１０において入力した他車位置情報より、信号Ｓ
1の手前において、停車あるいは停車に近い所定速度以下の先行車両がいるか否かを判別
する。信号Ｓ1の手前において、停車あるいは停車に近い所定速度以下の先行車両がいる
場合にはステップＳ１３０に進む。停車あるいは所定速度以下の先行車両がいない場合に
はステップＳ１００に進む。
【００２４】
　ステップＳ１３０では、信号Ｓ1の前の停止線を、停止位置として設定する。そして、
ステップＳ１４０に進む。
　ステップＳ１４０では、カーブ先の交差点の有無、信号状態、先行車両の有無を情報報
知装置１６において報知する。本ステップでは、カーブ先に交差点があり、その交差点の
信号Ｓ1は青でありかつ先行車両がある場合と、交差点の信号が赤または黄でありかつ先
行車両がある場合または先行車両がない場合がある。そして、ステップＳ１５０に進む。
【００２５】
　ステップＳ１５０では、停止位置に向けたオートクルーズシステム制御を実施する。
　停止位置に向けたカーブ対応オートクルーズシステム制御は、上記ステップＳ９０で実
行される交差点に応じたカーブ対応オートクルーズシステム制御のように、カーブ区間の
目標車速をＶcurve-ａに低下させるとともに、カーブ区間通過後からの加速を控え、更に
停止位置の手前から減速して停止位置で停止するように目標車速を設定する。そして、本
ルーチンを終了する。なお、本ステップにおいては、カーブ区間の目標車速をステップＳ
９０で設定される目標車速Ｖcurve-ａよりも更に低い目標車速Ｖcurve-ｂに設定してもよ
い。
【００２６】
　以上のように制御することで、本実施形態のオートクルーズシステム１では、ナビゲー
ションシステム１４から入力した道路のカーブ情報に基づいて、当該カーブ区間の目標車
速Ｖcurveが設定される。更に、カーブ区間の開始点で目標車速Ｖcurveとなるように開始
点の手前から必要に応じて減速し、カーブ区間の終了点からは車速設定部１３により設定
された目標車速Ｖａに設定される。カーブ区間における目標車速Ｖcurveは、道路のカー
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ブの曲率半径Ｒが小さくなるに伴って小さく設定されるので、カーブ区間を安全に自動走
行させることができる。
【００２７】
　更に、本実施形態では、走行経路前方のカーブがカーブの曲率半径Ｒ以下であること、
かつカーブ区間（の終了位置）から交差点までの距離が所定値Ｘ未満である場合には、交
差点に応じたカーブ対応オートクルーズシステム制御が行われる。この交差点に応じたカ
ーブ対応オートクルーズシステム制御は、カーブ区間においては目標車速をＶcurveより
も低い目標車速Ｖcurve-ａとする。これにより、交差点に進入するまでのカーブの通過速
度を低下させ、交差点への進入速度を低下させて運転者に安心感を与えることができる。
例えば、交差点や信号が見え難く確認が遅れたとしても、あらかじめ交差点の手前のカー
ブ区間で車速が低下するので、ブレーキ装置５等の操作により余裕を持って停車したり交
差点で飛び出した車両等を回避したりすることが可能となる。また、カーブ区間終了地点
から交差点までの加速が抑えられるので、必要以上の無駄な加速を抑えて安心かつ経済的
な自動走行が可能となる。
【００２８】
　また、カーブ区間の先方の交差点の信号情報を取得し、この信号情報に基づいて目標車
速が制御される。カーブ区間の先方の信号が青である場合には、上記のようにカーブ区間
を目標車速Ｖcurve-ａで走行するが、カーブ区間の先方の信号が赤または黄色である場合
には、交差点手前で停止するように目標車速を設定する。これにより、信号に合わせて自
動停止及び自動走行が可能となる。また、カーブ区間の先方の信号が赤または黄色である
場合にカーブ区間の目標車速をＶcurve-ａよりも低い目標車速Ｖcurve-ｂに設定するよう
にした場合には、更に余裕を持って交差点手前で車両を停止させることができる。
【００２９】
　また、車車間通信により入力した先行車の情報（停車状況）より、カーブ区間先方の交
差点の手前で先行車が停止しているか否かを判別し、先行車両が停止している場合にはそ
の先行車両の手前で車両が停止するように、目標車速を設定する。これにより、停止して
いる先行車両の有無に合わせて、適切な位置で停止が行われる自動走行が可能となる。ま
た、交差点の手前で先行車が停止している場合に、カーブ区間の目標車速をＶcurve-ａよ
りも低い目標車速Ｖcurve-ｂに設定するようにした場合には、停止した先行車両の手前で
余裕を持って車両を停止させることができる。
【００３０】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定するものではない。
　例えば、信号情報を取得するシステムは、上記実施形態のようなダイレクトマップ以外
のシステムから取得してもよいし、他車位置を取得するシステムについても車車間通信シ
ステム以外のシステムから取得してもよい。
　本発明は、少なくとも、カーブ情報と交差点情報に基づいて目標車速を設定するオート
クルーズシステムであればよく、詳細な制御は適宜変更してもよい。
【００３１】
　本発明は、オートクルーズシステムを備えた車両に対し広く適用することができる。
【符号の説明】
【００３２】
　　１　オートクルーズシステム
　　２　車両
　　３　エンジン（内燃機関）
　　５　ブレーキ装置
　１０　コントロールユニット（制御部）
　１３　車速設定部
　１４　ナビゲーションシステム（ナビゲーションシステム、信号情報取得部）
　１５　車車間通信受信部（停車検出部）
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